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第１章 計画策定の趣旨と背景 
１．計画策定の趣旨   
男女共同参画とは 
『男女が、互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別にか
かわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会』です。 
 
私たちは誰もが、生物学的な「性」を有しています。そしてこの性は、一人ひ
とりの人間の存在と切り離すことができないものです。 
その人が持つ性を十分に理解し尊重することが、一人ひとりの人間を尊重する
ことに深く結びついています。 

 
日本国憲法では、第３章第１４条第１項に「すべて国民は、法の下に平等であ
って、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会
的関係において、差別されない。」と明記されています。この憲法のもと、法律や
制度の整備が図られ、また、多くの人達の努力とさまざまな活動の中で、男女共
同参画は着実に進展してきました。 
しかしながら、現状では、法律や制度上では男女平等が達成されつつあるもの
の、実質的には多くの分野において未だに乖離しており、なお一層の努力が必要
とされています。 
たとえば、女性の管理職比率が低いことや、男性の家事、育児、介護への参加
度もまだまだ低く、依然として性別による固定的役割分担意識が根強く残ってい
ます。 
また、配偶者等からの暴力などドメスティック・バイオレンス（DV）被害が増
加し、女性や子どもの人権が侵害されている問題もさらに深刻化してきました。 
 性別にかかわりなく、一人ひとりの考え方や生き方が尊重され、その個性と能
力を十分に発揮することができるよう、あらゆる分野において男女共同参画の視
点に立ち、関連施策を立案・実施することで、社会全体の活力が増し、人々が将
来への夢をもって生き生きと充実した生き方を選択できる社会の実現を目指して
いかなければなりません。 
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２．計画策定の背景 
 現在わが国は、少子高齢化の急速な進行、経済の成熟化、国際化、情報の高度
化など社会情勢が、著しく変化しています。 
 また、法律面においても、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確
保等に関する法律（男女雇用機会均等法）の制定と改正、配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に関する法律（DV 防止法）の制定と改正、労働基準法や育
児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（育児・
介護休業法）の改正など、ここ数年で男女共同参画にかかわる社会情勢は目覚し
く進展しています。 
 しかし、家庭や地域、職場など多くの場面で、性別による固定的な役割分担意
識やそれに基づく昔からの社会通念や慣習は依然として根強く残っています。 
 このような状況のもと、国は男女共同参画社会の実現を２１世紀の我が国社会
を決定する最重要課題と位置付ける「男女共同参画社会基本法」に基づき、２０
０５（平成１７）年、第２次男女共同参画基本計画を策定し、男女共同参画社会
として目指すべき社会の将来像を示しました。 
市民の生活様式や就業形態といったライフスタイルや社会・経済の構造も大き
く変化し、個人の価値観も多様化する今日、２１世紀をバランスのよい豊かな社
会とするために、また、ますます加速する少子高齢化社会の中で尊厳をもって生
き抜いていくためには、さまざまな分野において、性別にかかわらず一人ひとり
がその個性と能力を十分に発揮し、家庭を守り、地域を支え、自身を生かしてい
くことのできる男女共同参画社会が求められています。 
さらに、国の閣議決定された男女共同参画基本計画（第２次）重点事項にある
「新たな取組みを必要とする分野における男女共同参画の推進」においては、人々
の暮らしの改善に直接つながる分野であり、女性の一層の参画が望まれており、
男女がともに参画し、多様な発想、活動の活性化を図ることによって、それぞれ
の分野の新たな発展を期待することができるとされています。その中でも、いつ
起こるか予測できない災害やそれに伴う災害復興、また地球規模のテーマである
環境保全分野において、男女共同参画の視点から参画を推進します。 
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（１）国際的な取組み 
  ■１９７５（昭和５０）年 
    人口の半分を占める女性の力が十分活用されていない現実から、国連は

１９７５（昭和５０）年を「国際婦人年」と定め、平等（男女平等の促進）
発展（経済、社会、文化の発展への女性の参加の確保）、平和（国際友好
と協力への女性の貢献）を目標に世界的な行動を開始し、「世界行動計画」
をメキシコシティでの国際婦人年世界会議で採択しました。 

 
■１９７６（昭和５１）年 
世界行動計画の採択を受け、国連は、１９７６（昭和５１）年から１９
８５（昭和６０）年までの１０年間を「国連婦人の１０年」と宣言し、女
性の地位の向上のための積極的な活動を展開する期間としました。 
 

  ■１９７９（昭和５４）年 
    「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃

条約）」が国連総会において採択されました。 
  
  ■１９８５（昭和６０）年 
    国連婦人の１０年の最終年に長期的活動のガイドラインとして「婦人の

地位向上のためのナイロビ将来戦略」をナイロビ（ケニア）での第３回世
界女性会議で採択しました。 

 
  ■１９９５（平成７）年 
    すべての女性の平等、開発及び平和の目標を推進することを決意する「北

京宣言」と女性のエンパワーメント（力をつけること）に関するアジェン
ダ（予定表）の「行動綱領」が北京での第４回世界女性会議で採択しまし
た。 

 
  ■２０００（平成１２）年 
    女性が力をもった存在になることに向けて各国が政策や計画に取組む意

思を明確化し、２１世紀に向けた行動指針といえる「政治宣言」と北京宣
言及び行動綱領の更なる行動とイニシアティブに関する文書「成果文書」
が国連特別総会女性２０００年会議で採択されました。 
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（２）国の取組み 
■１９７５（昭和５０）年～ 

    「世界行動計画」を受けて、「婦人問題企画推進本部」が設置され、１９
７７年(昭和５２年)には、１０年間の取り組み指針として「国内行動計画」
が策定されました。 

 
 ■１９８５（昭和６０）年～ 

民法、国籍法、戸籍法の一部改正、男女雇用機会均等法の制定をはじめ
とする法律・制度の整備を行うとともに、「女子差別撤廃条約」を批准し
ました。 
 

  ■１９８７（昭和６２）年～ 
    ナイロビ将来戦略を受けて女性の地位向上を目指す「西暦２０００年に

向けての新国内行動計画」が策定されました。 
 
  ■１９９１（平成３）年～ 
    新国内行動計画の第１次改定が行われ、総合目標の「共同参加」を「共

同参画」に改め、「男女共同参画型社会の形成」を目指し、男女平等をめ
ぐる意識改革、平等を基礎とした男女の共同参画、多様な選択を可能にす
る条件整備、老後生活等をめぐる女性の福祉の確保、国際協力及び平和へ
の貢献という主要目標により、更に積極的に施策を推進することになりま
した。 

 
  ■１９９４（平成６）年 
    推進体制を強化するため、「男女共同参画推進本部」が設置され、その諮

問機関として「男女共同参画審議会」及び総理府に「男女共同参画室」が
発足しました。また、平成７年に育児休業法に介護休業制度を付加し、育
児･介護休業法として大幅な改正を行い、ILO１５６号条約（家族的責任に
有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約）を批准しました。 

   
■１９９６（平成８）年 

    男女共同参画審議会から目指すべき男女共同参画社会について「男女共
同参画ビジョン」が答申され、これを受けて、直面する少子・高齢化の進
展等の社会環境の変化に対応するため、「男女共同参画２０００年プラン
－男女共同参画社会の形成に関する平成１２年（西暦２０００年）までの
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国内行動計画」が策定されました。 
  
  ■１９９９（平成１１）年 
    男女共同参画社会の実現に向けて、「男女共同参画社会基本法」が公布・

施行され、最重要課題として位置付けされました。 
 
  ■２０００（平成１２）年 
    男女共同参画社会基本法に基づき「男女共同参画基本計画」が策定され、 
   あらゆる社会制度へ男女共同参画の施策の総合的な推進体制の整備・強化

が行われました｡ 
 
■２００１（平成１３）年 

    中央省庁等再編に伴い、「男女共同参画審議会」を発展的に継承する「男
女共同参画会議」と内閣府に「男女共同参画局」が設置されました。法律
面も「DV防止法」が成立し、女性の保護が進められました。     

    
■２００５（平成１７）年 
 第１次基本計画の取組みを評価、総括し、２００６（平成１８）年度か
ら２０１０（平成２２）年度までを計画期間とする「男女共同参画基本計
画（第２次）」が策定されました。 

 
■２００６（平成１８）年 

    「男女雇用機会均等法」が、働く女性の母性尊重と、その雇用環境を整
備するため、性別による差別禁止の範囲の拡大、妊娠等を理由とする不利
益取扱いの禁止などの内容で改正され、平成１９年４月１日に施行されま
した。 

 
  ■２００７（平成１９）年 
    「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び推進のため

の行動指針が平成１９年１２月１８日に策定されました。また、「ＤＶ防止
法」が、保護命令制度の拡充、市町村の基本計画策定努力義務を課すなど
の内容で改正され、平成２０年１月１２日に施行されました。 
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（３）岐阜県の取組み 
 ■１９７７（昭和５２）年～ 
    岐阜県における女性行政は、国際婦人年から２年目に、民生部児童家庭

課に婦人問題担当として窓口を設置したことで始まりました。「婦人問題
懇話会」が設置され、「婦人の地位と福祉の向上に関する提言」が提出さ
れました。 

 
  ■１９８６（昭和６１）年～ 
    人生８０年時代を女性がより心豊かに充実した生涯を送ることができる

生きがいある社会づくりを目指し、「婦人問題推進会議」から１０年間の
施策の方向を示した「岐阜県婦人行動計画」を策定しました。 

 
  ■１９８９（平成元）年～ 
    婦人問題懇話会を発展的に解消し、「女性の世紀２１委員会」が設置され、

「提言－男女共同参画型社会を目指して－」が提出され、男女ともに人間
として豊かな生活を創造し、個性をもった自己実現が認められる社会を目
指すための方向性が示されました｡ 

 
■１９９４（平成６）年～ 
女性の世紀２１委員会から提出された提言と「岐阜県婦人行動計画」策
定後の社会構造の変化に対応するために「女と男のはぁもにぃプラン―ぎ
ふ女性行動計画―」を策定し、５年間の施策の方向を示しました。 

 
■１９９９（平成１１）年～ 

    ２１世紀を展望した新たな展開を図るため、平成１１年に「ぎふ男女共
同参画プラン」が策定され、さらに２００２（平成１４）年には、国の男
女共同参画社会基本法や基本計画の策定を受けて、女性の世紀２１委員会
からの見直しの提言により、同プランが一部改訂されました。 

 
  ■２００３（平成１５）年～ 
    男女共同参画の重要性を県民一人ひとりが認識し、県民が一丸となって

男女共同参画社会をつくって行くために「岐阜県男女が平等に人として尊
重される男女共同参画社会づくり条例」が、２００３（平成１５）年１０
月９日公布され、１１月１日施行されました。また、「人の意識が変わる」、
｢人の力を合わせる｣、「人の暮らしが多様になる」の３つの柱を中心とし
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て、男女共同参画社会を実現していくための提言が女性の世紀２１委員会
から提言されました。こうした提言や条例の基本的な考え方を基礎とする
「岐阜県男女共同参画計画」（計画期間２００４（平成１６）年～２００
８（平成２０）年）が策定されました。 

   
  ■２００７年（平成１９）年 
    今後の男女共同参画施策推進のために、県内に居住する満２０歳以上７

０歳未満の男女それぞれ１,０００人を対象に「男女共同参画に関する県民
意識調査」が実施されました。 

  
  ■２００８年（平成２０）年 
    本格的な少子高齢社会、人口減少時代を迎え、岐阜県男女共同参画２１

世紀審議会などの提言を受け、「第２次岐阜県男女共同参画計画」（計画期
間２００９（平成２１）年度～２０１３（平成２５）年度が策定されまし
た。 

 

（４）瑞穂市の取組み 
  ■２００８年（平成２０）年 
    瑞穂市男女共同参画基本計画の策定に向け、市民の代表で構成される審

議機関として「瑞穂市男女共同参画推進審議会」を設置するとともに、庁
内の関係部署で形成する、「男女共同参画推進会議」及び「ワーキングチ
ーム」の体制を整えました。 

  
  ■２００９年（平成２１）年 
    基本計画策定の基礎資料となる「男女共同参画に関する市民アンケート

調査」を実施しました。 
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第２章  計画の基本的な考え方 
１．計画の性格と期間 
（１）基本計画の性格 
① 「瑞穂市第１次総合計画」を上位計画とし、「希望を育むまちづくり～地
域社会の明日を支える、個性と創造力豊かな人づくり～輝く人づくり」の
具体化に向け、関連する他の計画との整合性を図ります。 

 
② 「瑞穂市男女共同参画基本計画」は、さまざまな分野において男女共同
参画を実現していくための施策を、市民のみなさんと一体となって総合的
に推進していくための行動計画です。 

 
③ 国の「男女共同参画基本計画」及び県の「岐阜県男女共同参画計画」と
の整合性に配慮して策定します。 

   
④ 「主要課題Ⅰ－２ 男女の人権の尊重とあらゆる暴力の根絶」を推進す
るため、配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律第２条の３
第３項に基づく、「瑞穂市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する
基本計画」（市町村基本計画）を別に策定します。 

   
 ⑤ 計画がより実効性のあるものとなり、客観性を持った的確な進行管理を行
うために、毎年、推進審議会を開催し、進ちょく状況を把握、点検して、公
表をします。 

   
（２）基本計画の期間 

    この計画の期間は、２０１０（平成２２）年度から２０１９（平成３１）
年度までの１０ヵ年と定め、前期５年、後期５年とします。 

    なお、計画期間中に社会経済情勢の変化があった場合は、必要に応じて計
画の見直しを行います。 
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２．計画の目指す姿 
   瑞穂市第１次総合計画の基本構想の目指すべき将来像である「市民参加・
協働のまちづくり ～市民と行政が一体となったまちづくりをめざします
～」にふさわしく、男女が互いの個性と能力を十分に発揮しながら、ともに
瑞穂市の明日を織りなし、つくりあげていくことができる男女共同参画社会
を目指します。 

 

３．計画の基本理念 
市民のみなさん一人ひとりが人権や平等についての正しい認識を持って、
お互いを尊重し、性別にかかわりなく、あらゆる分野でその個性と能力を活
かして、生き生きと充実した生き方を選択できるよう、家庭、地域、職場等
あらゆる分野において男女共同参画の視点に立ち、人権教育をはじめとする
社会環境の整備に努め、男女の新しい協力関係を構築する指針となる５つの
理念にそって進めます。 

 
① 男女の人権の尊重 
   男女が個人として尊重され、家庭、学校、地域、職場及びその他の社会の
あらゆる分野において、性別による差別的取り扱いを受けることなく、個性
と能力が十分に発揮できる機会が確保されること。 
 
② 社会における制度又は慣行についての配慮 
   性別による固定的な役割分担等に基づく社会の制度及び慣行が、男女の 
社会活動の自由な選択に影響を及ぼすことのないよう配慮されること。 
 
③ 政策等の立案及び決定への共同参画 
市における施策又は事業者における方針の立案及び決定に、男女が対等 
な構成員として参画する機会が確保されること。 
 
④ 家庭生活における活動と他の活動の両立 
男女が、相互の協力及び社会の支援のもとに、家庭生活における活動及 
び社会生活における活動に対等に参画することができること。 

 
⑤ 国際的協調 
  国際的な取組み及び在住外国人への理解のもとに、行われること。 
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４．計画の基本的視点 

 次の３点を基本的視点に定め、本計画を推進していきます。 
 
 １．男女の人権尊重と平等の視点 

     男性も女性も個人として、その人権が尊重されることは、男女平等の基本
的な考え方となるものです。男女が互いの性を尊重し、根強く残る性別役割
分担意識を解消し、家庭や職場、学校、地域社会のさまざまな場面で、性別
による固定的な役割分担、差別、偏見がないか敏感に察知する視点です。 

     
    ２．女性のエンパワーメント（女性が力を持った存在になること）の促進 
     男女がともに政策・方針決定過程に参画していくことにより、性による差

別のない新しい社会システムを築くことができます。そのためには、女性が
自らの意識や能力を向上させ、自己決定力を身につけ、政治的、経済的、社
会的、文化的に力を持った存在になること（エンパワーメント）が不可欠で
あり、力をつけていくための社会的環境の整備などを支援することが必要で
す。 
  
３．パートナーシップ（対等な協調・協力関係）の確立 
  市民参加・協働のまちづくりを進めるためには、その構成員である男性と
女性をはじめ、高齢者や障がい者、若者、子どもなどの多様な世代、市民や
民間、行政など、さまざまな市民が対等な立場での参画が必要になっていま
す。男女のパートナーシップを基本に、あらゆる市民の力を生かしたまちづ
くりを進めます。 

 

５．計画の基本目標 
   この計画は「男女共同参画社会の実現」に向けて、基本理念に基づき次の
３つの項目を基本目標とします。  

 
Ⅰ 意識改革による人づくり 
 
Ⅱ 男女がともにつくるまちづくり 
 
Ⅲ だれもが安心して暮らせる環境づくり 
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施策の方向 指標項目

１.男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し、意識改革 １．固定的な性別役割分担意識をなくすための広報・啓発の充実 　１．広報、ホームページ等を活用する啓発の充実
　２．男女共同参画に関する図書や資料の収集・提供

・男女共同参画社会という用語の周知度
・固定的な性別役割分担意識「男は仕事、女は家庭」という考え方を見直す意識

１．人権尊重に関する啓発の強化 　３．男女の人権の正しい理解と尊重する意識の醸成を図る
・あらゆる機会をとらえて、家庭、教育、職場、地域における意識啓発を推進し、
　人権尊重についての理解を深める
・女性の人権擁護委員の割合

２．暴力の根絶の推進

　４．セクシュアル・ハラスメントまたはドメスティック・バイオレンス
　　　（ＤＶ）にあったときの相談窓口の周知徹底
　５．ＤＶ防止対策の推進、ＤＶ被害者の相談、保護、自立等の支援体制
　　　の充実
　６．虐待防止啓発、早期発見、安全の確保、相談機能の充実
　７．庁内及び各種機関との連携体制の整備の促進

・ＤＶ防止法認知度
・パートナーからの暴力を受けた際の対応で「どこにも相談しなかった」と答えた
　人の割合
・ＤＶにあったときの相談窓口を知っている人の割合
・中学生におけるＤＶに対する理解の普及

１．家庭教育における男女共同参画の推進 　８．保護者に対する意識啓発の推進
・保護者への啓発の充実
・男性料理教室参加者数（瑞穂市食生活改善協議会）
・家庭生活における男女の平等感

２．就学前教育における男女共同参画の推進
　９．保育士・幼稚園教諭の男女共同参画に関する正確な理解の推進
１０．男女共同参画の視点に立った保育・教育活動や教材選定の推進
１１．男性の保育士・幼稚園教諭の採用の促進

・男女共同参画の視点に立った保育（教育）に配慮する
・男性の保育士・幼稚園教諭の採用数

３．学校教育における男女共同参画の推進

１２．教育関係者の男女共同参画に関する正確な理解の促進
１３．学校教育の充実と健全な食生活を実現するための食育の推進
１４．男女共同参画の視点に立った教材等の選定
１５．固定的性別役割分担にとらわれない学校内の習慣の改善の指導

・学校教育における男女の平等感
・小・中学校の男女平等教育パンフレットを活用した授業の推進

４．生涯学習における男女共同参画の推進
１６．社会教育関係者の男女共同参画に関する理解の促進
１７．子どもを預けて学習活動に参加できる託児体制の充実
１８．生涯にわたる学習機会の充実

・各世代、各分野における男女の地位の平等の意識を高める
・地域社会における男女の平等感

４．メディアにおける男女共同参画の推進 １．男女共同参画の視点を持った表現活動の推進 １９．男女共同参画の視点に立った表現の啓発
２０．不適切な表現のチェック体制の整備

・市の広報、出版物等における男女差別につながらない表現の促進
・情報の発信者に対して、性別による固定的な役割分担を助長、連想させるような表
　現に対して留意し、男女を平等な関係で表現するように啓発

１．政策方針決定過程への女性の参画
　　の推進 １．審議会等委員への女性の参画の推進

２１．女性委員の積極的登用の促進
２２．市立小・中学校の校長・教頭の女性登用率の向上
２３．女性（消防・一般）職員の採用・登用の促進

・審議会等委員の女性の割合
・市議会議員の女性の割合
・女性のいない審議会等の割合
・委員公募制のある審議会等の割合
・市立小・中学校の校長・教頭の女性の割合
・行政委員会（教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、
　固定資産評価審査委員会等の条例・規則・要綱規定分）における女性の登用率
・自治会長における女性の登用率
・女性一般行政職員（保育士、幼稚園教諭を除く）の割合

１．防災・災害復興分野への女性の参画の拡大
２４．男女双方に配慮した地域防災（復興）の推進
２５．男女共同参画の視点に立った地域防災力の向上
２６．地域活動における女性消防団員の配置促進

・防災会議への女性委員の登用数
・女性消防職員採用の拡充
・男女のニーズを取入れた応急災害支援の検討委員会設置
・防災・災害復旧分野における女性消防団員の配置の割合

２．環境保全分野への男女共同参画の拡大 ２７．環境保全活動への男女共同参画の促進 ・環境問題について出前講座の学習する機会を充実
・地球温暖化対策実行計画・廃棄物基本計画などの環境分野策定委員の女性の割合

３．国際化に対応した男女共同参画の推進 １．国際的な男女共同参画に関する理解の促進 ２８．国際理解の啓発の推進
２９．市民による国際交流・国際協力への支援

・学校や生涯学習の場などで、国際理解のための啓発を推進
・市民レベルの国際交流の支援の充実
・外国人が安心して暮らせる生活にかかる情報提供や相談の充実

１．生涯を通じた健康づくりの推進
４２．ライフステージに応じた健康保護対策の充実
４３．食育の推進
４４．健康相談の充実

　　　　　　　　　　　　　　　　　30歳代健康審査
　　　　　　　　　　　　　　　　　子宮検診
・健康診断受診率　　　　　　　　　乳房検診
　　　　　　　　　　　　　　　　　胃検診
　　　　　　　　　　　　　　　　　大腸検診

・ライフステージに応じた健康づくり、健康教育、相談の支援

２．母性保護と母子保健のサービスの充実 ４５．母性保護と母子保健施策の充実 ・妊婦教室への男性参加割合
・母子健康手帳交付時の男性の参加率

１．高齢者等が安心して暮らせる環境の整備
４６．介護サービスの充実
４７．在宅福祉サービスの充実
４８．高齢者、障がい者に対する情報提供及び相談体制の充実

・社会福祉協議会による人権相談の開設回数
・地域で支えるシステムの整備

２．高齢者等の社会参画と生きがい対策の充実

４９．高齢者、障がい者の社会参加活動の促進
５０．高齢者健康講座の充実
５１．老人クラブ活動への支援の充実
５２．シルバー人材センターヘの支援の充実
５３．障がいのある人の就労の促進

・就労意欲のある高齢者に対しての就労支援事業利用者数
・就労意欲のある障がい者に対しての相談支援事業実施事業者数
・シルバー人材センターの活用と支援（発注件数）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（内、公共事業発注件数）

３．あらゆる家族形態に対応した支援の充実 ５４．ひとり親家庭や障がいのある人及びその家族への生活及び自立支援の充実 ・福祉サービス利用に対する理解の普及
・ボランティア登録者数

１．職場における男女共同参画推進のための環境整備 ５５．男女雇用機会均等法などの法律、制度の周知
５６．セクシュアル・ハラスメント防止に向けた啓発の実施

・職場における男女の平等感
・セクシュアル・ハラスメントの被害者数
・男女雇用機会均等法の周知度

２．女性の再就職・起業支援の整備
５７．再就職希望者への支援の充実
５８．女性の職業能力開発講座の充実
５９．女性の職場環境の充実

・一旦家庭に入った女性の再就職を支援するセミナーの実施回数
・女性のための再就職・起業に関する相談窓口の充実
・パソコン、簿記などの実務講座の充実

４．雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

                     ６．計画の施策の体系

人
づ
く
り

２．男女の人権の尊重とあらゆる暴力の根絶

３．男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の推進

ま
ち
づ
く
り

１．仕事と家庭生活・地域生活の両立にむけた啓発の推進と支援

環
境
づ
く
り

３．社会的支援にかかわる環境の整備と支援

２．生涯を通じた男女の健康支援

・「育児、介護休業法」などの普及割合
・延長保育の時間帯の延長
・延長保育実施保育所数
・延長保育利用率（長時間保育）
・延長保育利用率（延長保育）
・一時保育実施保育所数
・一時保育利用者数
・３歳未満児保育実施保育所数
・３歳未満児保育利用者数
・病児（病後児）保育の保育所数
・放課後児童クラブ数
・放課後児童クラブ利用者数
・保育所待機児童数
・市の男性職員の配偶者出産休暇取得率
・市の男性職員の育児休業取得率
・子どもの教育への男性の参加割合（夫婦協働）

２．新たな取組を必要とする分野における男女共同参画の推進

１．男女の仕事と家庭生活・地域生活
　　の両立支援

３０．家庭における男女共同参画意識浸透のための啓発活動の推進
３１．男性が参加しやすい育児・介護講座等の実施
３２．仕事と子育て・仕事と介護の両立のための制度の定着促進と充実
３３．仕事と子育て・仕事と介護の両立のための職員採用の推進
３４．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進
３５．保育所待機児童解消対策の推進
３６．多様なライフスタイルに対応した保育サービスの充実
３７．子育て相談の充実
３８．子育て支援情報の充実
３９．放課後児童クラブ（学童保育）の充実
４０．子育てサークルの育成支援
４１．子育て支援グループの育成支援

主要課題 施策の方向 具体的施策

Ⅰ
　
意
識
改
革
に
よ
る
人
づ
く
り

Ⅱ
　
男
女
が
と
も
に
つ
く
る
ま
ち
づ
く
り

Ⅲ
　
だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
づ
く
り

基本目標
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